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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－２－１ Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

２ 超高齢社会に対応した住まい・コミュニティの形成及び個別団地毎の特性に応じたストックの再生・再編等の推進

（１）超高齢社会に対応した住まい・コミュニティの形成

当該事業実施に係る根拠（個別法条

文など）

都市再生機構法第 11条第１項第 12号から第15 号等

当該項目の重要度、難易度 ―

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標

期間最終年度

値等）

Ｈ26年度 Ｈ27 年度 Ｈ28年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度

バリアフリー化を図った

住宅の割合

（計画値）

約 55％ － － 約 49％ 約 51％ 約 53％ － 予算額（百万円） 1,618,601 381,026 398,503 412,151 －

バリアフリー化を図った

住宅の割合

（実績値）

－ 47.1％ 48.1％ 49.8％ 51.7％ 53.4％ － 決算額（百万円） 1,507,038 386,163 396,862 421,179 －

達成度 － － － 102％ 101％ 101％ － 経常費用（百万円） 560,050 578,669 571,365 580,357 －

地域医療福祉拠点の形成

（計画値）

20 団地程度で先行

的・重点的に地域医療

福祉拠点を形成する

とともに、100 団地程

度において着手

20 団地程度

（着手）

20 団地程度

（着手）

20 団地程度

（着手）

20 団地程度

（着手）

8団地程度

（形成）

－ 経常利益（百万円） 76,771 90,087 104,015 86,034 －

地域医療福祉拠点の形成

（実績値）
－ －

23 団地

（着手）

24 団地

（着手）

39 団地

（着手）

６団地

（形成）

42団地

(着手)

18 団地

（形成）

－
行政サービス実施

コスト（百万円）
－ ▲32,122 ▲35,262 ▲17,405 －

達成度 － － 115％ 120％ 195％

210％

（着手）

225％

（形成）

－ 従事人員数（人） 1,379 1,365 1,380 1,433 －

注）主要なアウトプット情報（アウトカム情報）のうち下線部があるものは、「主な評価指標」欄の「その他の指標」を記載。

注）主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）については、次のとおり記載。  平成 26 年度 ①予算額、決算額：勘定別支出額の計を記載。②経常費用、経常利益：各部門の実施する業務を基準として組み替えて記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。

平成 27 年度、平成 28 年度、平成 29年度 ①予算額、決算額：セグメント別支出額を記載。②経常費用、経常利益：セグメント別に記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価）

２ 超高齢社会に対応した住まい・コ

ミュニティの形成及び団地毎の特性

に応じたストックの再生・再編等の

推進

機構は、本格的な少子高齢化、人口・

世帯減少社会の到来等の社会構造の変

化に適切に対応するため、重層的かつ

柔軟な住宅セーフティネットの整備に

寄与することが求められるとともに、

将来の金利上昇等経営環境の変化に備

え、独立行政法人として自主性を発揮

しながら、経営の健全性・安定性を確

保することが従来にも増して必要とさ

れている。

このため、ＵＲ賃貸住宅について、

平成30年度までの賃貸住宅事業の方向

性を定める「ＵＲ賃貸住宅ストック再

生・再編方針」及び個別団地毎の方向

性を定める「団地別整備方針」を踏ま

え、公的賃貸住宅として高齢者、子育

て世帯等政策的に配慮が必要な者に対

する住宅セーフティネットとしての役

割の充実を図ること。さらに、居住者

の居住の安定を確保しつつ、ストック

の再生・再編等を更に推進することで

ストック量の適正化を図ること。

また、ＵＲ賃貸住宅の再生・再編等

の推進に当たっては、地域の医療福祉

拠点の形成・ミクストコミュニティの

形成等の地域のまちづくりの課題へ対

応するとともに、居住者の安全・安心

の確保や管理水準の維持・向上に取り

組みながら、ＵＲ賃貸住宅として適切

な維持管理を行うこと。

２ 超高齢社会に対応した住まい・コ

ミュニティの形成及び個別団地毎の

特性に応じたストックの再生・再編

等の推進

機構が供給・管理する賃貸住宅（以

下「ＵＲ賃貸住宅」という。）について、

平成30年度までの賃貸住宅事業の方向

性を定める「ＵＲ賃貸住宅ストック再

生・再編方針」（当初策定：平成 19 年

12 月）及び個別団地毎の方向性を定め

る「団地別整備方針」（当初策定：平成

20 年２月）を踏まえ、高齢者、子育て

世帯等政策的に配慮が必要な者に対す

る住宅セーフティネットとしての役割

の充実を図るため、超高齢社会に対応

した住まい・コミュニティの形成を図

る。さらに、居住者の居住の安定を確

保しつつ、個別団地毎の特性に応じて

定める基本的類型に基づく団地再生

（全面建替え、一部建替え、集約）や

リニューアル（間取り改善、バリアフ

リー化、設備更新等）等によるストッ

クの再生・再編等を更に推進し、個々

の団地ごとの状況を踏まえ、需要動向

及び経営状況に応じてストック量の適

正化を図る。

ＵＲ賃貸住宅ストックの再生・再編

等の推進に当たっては、経営が悪化し

ないよう留意の上、団地のバリアフリ

ー化を図りつつ、地域の医療福祉拠点

の形成等による地域のまちづくりの課

題への対応、地域コミュニティの維

持・継続等への配慮、高齢者に対する

見守りサービスの提供等を推進するこ

とにより、ライフスタイルの多様化等、

多様なニーズへの的確な対応について

先導的なモデルの提示などにも取り組

評定 評定
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む。さらに、居住者の安全・安心の確

保や管理水準の維持・向上に取り組み

ながら、ＵＲ賃貸住宅として適切な維

持管理を行い、もってストックの質の

向上を図る。

これらの事業の実施に当たっては、

独立行政法人として、自主性をもって

創意工夫を行いながら、コスト縮減、

費用対効果を勘案した効率的な執行等

により、適切かつ効率的な業務運営を

図りつつ、収益力の維持・向上に努め、

持続可能な自立型経営を軌道に乗せ

る。
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（１）超高齢社会に対応した住まい・

コミュニティの形成

高齢者、子育て世帯等政策的に配慮

が必要な者に対する住宅セーフティネ

ットとしての役割の充実を図るため、

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様

な世代が交流し、安心して健康に暮ら

すことができる「スマートウェルネス

住宅」の実現にも資するよう、超高齢

社会に対応した住まい・コミュニティ

の形成を推進すること。

特に、急速な高齢化が見込まれる地

域に存する団地について、機構の経営

を悪化させないよう留意の上、医療福

祉施設の誘致等を推進すること。

（１）超高齢社会に対応した住まい・

コミュニティの形成

高齢者、子育て世帯等政策的に配慮

が必要な者に対する住宅セーフティネ

ットとしての役割の充実を図るため、

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様

な世代が交流し、安心して健康に暮ら

すことができる「スマートウェルネス

住宅」の実現にも資するよう超高齢社

会に対応した住まい・コミュニティの

形成に推進する。特に、急速な高齢化

が見込まれる地域に存する団地につい

ては、機構の経営が悪化しないよう留

意の上、医療福祉施設の誘致等を推進

するとともに、団地の付加価値向上を

図る。

以上のことを推進するため、以下に

掲げる取組を実施する。

＜主な定量的指標＞

バリアフリー化を図った住宅の割

合約 55％

＜その他の指標＞

地域医療福祉拠点の形成に着手

100 団地程度

地域医療福祉拠点の形成 20団地程

度

＜評価の視点＞

・高齢者、子育て世帯等政策的に配

慮が必要な者に対する住宅セーフ

ティネットとしての役割の充実を

図り、超高齢社会に対応した住ま

い・コミュニティの形成を推進し

ているか。

・急速な高齢化が見込まれる地域に

存する団地について、機構の経営

を悪化させないよう留意の上、医

療福祉施設の誘致等を推進してい

るか。

＜主要な業務実績＞

＜主な定量的指標＞

バリアフリー化を図った住宅の割合

53.4％

＜その他の指標＞

地域医療福祉拠点の形成に着手

・平成 29 年度末実績 128 団地（うち

大都市圏のおおむね 1,000 戸以上の

団地 85団地）

・平成 30 年度末見込み 148 団地（うち

大都市圏のおおむね 1,000 戸以上の

団地 100 団地）

地域医療福祉拠点の形成

・平成 29 年度末実績 24団地（うち大

都市圏のおおむね 1,000 戸以上の団

地 22 団地）

・平成 30 年度末見込み 49 団地（うち

大都市圏のおおむね 1,000 戸以上の

団地 42団地）

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

「スマートウェルネス住宅」の実現

にも資するよう超高齢社会に対応した

住まい・コミュニティの形成を推進す

るため、地域医療福祉拠点の形成、高

齢者・子育て世帯等に対する住宅供給

等の適切な実施、団地のバリアフリー

化の推進、見守り等サービス付きの賃

貸住宅の供給、居住者の居住の安定の

確保に係る各施策を実施。

ＵＲ賃貸住宅ストック全体に占める

バリアフリー化を図った住宅の割合

を、平成 29 年度末時点で 53.4％とし

た。平成30 年度までに、これを約 55％

とすることとしており、中期計画（約

55％）を達成する見込み。

ＵＲ賃貸住宅の地域医療福祉拠点化

については、これまでに着手した団地

の存する地方公共団体に加え、新たに

着手する団地の存する地方公共団体に

対しても積極的な働きかけを行うとと

もに、その他関係団体と十分な協議を

行うことにより、平成29年度末時点で、

中期計画の 100 団地を上回る 128 団地

（うち大都市圏のおおむね 1,000 戸以

上の団地 85 団地）、の着手に至った。

また、前年度までに着手した団地に

おいては、地方公共団体及びその他関

係団体と連携を密に行い、中期計画の

20 団地を上回る 24 団地（うち大都市圏

① 地域の医療福祉拠点の形成

ＵＲ賃貸住宅団地内への、地域に不

足している医療福祉施設の誘致等を推

進し、ＵＲ賃貸住宅の生活環境の向上

を図るとともに、周辺地域にも医療、

介護サービスを提供する地域の医療福

祉拠点の形成を目指す。その際、民間

事業者の資金調達や事業参画を促進す

るよう、機構と機構が連携する民間事

業者がともに収益向上を図ることが可

地域医療福祉拠点化については、100

団地程度の着手、20 団地程度の形成と

する目標に対し、平成 29年度末時点で

128 団地を着手（うち大都市圏のおおむ

ね 1,000 戸以上の団地 85団地）、24 団

地を形成（うち大都市圏のおおむね

1,000 戸以上の団地 22 団地）し、目標

値を上回って達成される見込みであ

る。また、平成 30年度末では 148 団地

を着手（うち大都市圏のおおむね 1,000
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能となる事業スキームを導入するな

ど、民間連携手法の多様化を図る。

また、民間市場では供給が不足して

いる高齢者向け賃貸住宅を補うため

に、既存のＵＲ賃貸住宅団地を活用し、

高齢者の自立歩行を前提とした住宅、

介助用車椅子での生活を前提とした住

宅、認知症高齢者のためのグループホ

ーム等の提供を推進するほか、高齢者

の心身の状況に応じた住替え支援を行

うことにより、団地で最期まで住み続

けることが可能となるよう団地の環境

整備等に取り組む。なお、環境整備等

の投資に当たっては、関係部門間にお

ける緊密な連携により、顧客満足度に

関する把握及びその把握結果を踏まえ

た効果的な投資を通じ、収益改善にも

資するものとする。

戸以上の団地 100 団地）、49団地を形成

（うち大都市圏のおおむね 1,000 戸以

上の団地 42 団地）する見込みである。

高齢者の住まいに対するニーズに応

えるため、高齢者関連施設の誘致を行

っており、平成 29年度末時点で高齢者

施設を 461 件誘致している。さらに、

高齢者の自立歩行を前提とした健康寿

命サポート住宅を平成29年度末時点で

509 戸（うち平成 28 年度以降に供給し

た地域優良賃貸住宅制度に基づくもの

は 456 戸）供給し、介助用車椅子での

生活を前提とした高齢者向け優良賃貸

住宅は平成29年度末時点で過年度の新

規供給も含め、約 22,200戸管理してい

る。

高齢者の住替え支援として階下移転

制度を実施し、第三期中期計画期間中

（平成 29年度末時点）に 255 件実施し

ている。

顧客満足度に関する把握及びその把

握結果を踏まえた効果的な投資を行う

ため、アンケートなどを実施した。地

域医療福祉拠点化を推進する団地にお

いて、その効果の把握を出来るような

指標を策定することとしている。

のおおむね 1,000 戸以上の団地 22 団

地）について形成に至った。なお、平

成 30 年度末には 148団地（うち大都市

圏のおおむね 1,000 戸以上の団地 100

団地）について着手し、49団地（うち

大都市圏のおおむね 1,000 戸以上の団

地 42 団地）を形成する見込みである。

「健康寿命延伸」に対応する取組と

して、自立高齢者向けの住宅仕様であ

る「健康寿命サポート住宅」を供給し

た。

また、全国の団地において、健康増

進・社会参画機会の創出、多世代コミ

ュニティ拠点の整備、見守りサービス

の導入等の取組を推進した。

上記のとおり、超高齢社会に対応し

たモデルとなり得る取組をハード・ソ

フト両面で推進した。

ミクストコミュニティの形成に向け

て、高齢者・子育て世帯等と支援する

親族の世帯の双方が、同一駅圏（概ね

半径２㎞以内）のＵＲ賃貸住宅に近居

する場合に適用する「近居割」に加え、

平成27年 9月に機構が指定するエリア

内のあらゆる住宅で近居する場合に適

用する「近居割ワイド」を導入した。

更に、平成 28 年２月から平成 30 年３

月までは国の財政支援を得て、一定の

所得以下の世帯を対象に５年間20％割

引を実施し更なる推進を図った。（平成

26 年度～平成 29 年度の本制度による

契約件数 21,819 件）

これらを踏まえ、Ａ評価とする。

（参考）

住み慣れた地域で最後まで住み続け

ることができる環境の実現に向けて、

20 団地程度で先行的・重点的に地方公

共団体と連携し、団地の環境整備等に

よる生活環境の向上と合わせて地域に

必要な医療、介護サービスが提供され

るよう整備方針等を定め、施設を誘致

する等により地域の医療福祉拠点を形

成する。

この取組を参考に、平成 32 年度まで

に上記20団地程度を含む100団地程度

で拠点の形成に向けて、中期目標期間

中に地域の医療福祉拠点形成に着手す

る。なお、その整備に伴う顧客満足度

超高齢社会における「地域包括ケア

システム」の実現に向けて、在宅医療・

看護・介護サービスを受けやすい生活

環境整備を支援するべく、平成 29年度

末で全国 128 団地において地域の医療

福祉拠点の形成に向け着手するととも

に、着手済み団地のうち 24団地におい

て形成した。また、平成 30年度末では

148 団地を着手（うち大都市圏のおおむ

ね 1,000 戸以上の団地 100 団地）、49

団地を形成（うち大都市圏のおおむね

1,000 戸以上の団地 42 団地）する見込

みである。（一部再掲）

顧客満足度に関する把握及びその把

握結果を踏まえた効果的な投資を行う
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等に関する効果については、アンケー

ト調査などを実施し、適切な指標や数

値目標を設定の上、その効果の把握に

努め、以後、実施する事業において適

切に活用し、より望ましい整備効果の

発現に寄与するものとする。

ため、アンケートなどを実施した。地

域医療福祉拠点化を推進する団地にお

いて、その効果の把握を出来るような

指標の策定することとしている。（再

掲）

② 高齢者、子育て世帯等に対する住

宅供給等の適切な実施（ミクストコ

ミュニティの形成）

高齢者、子育て世帯等政策的に配慮

が必要な者等が親族と互いに支援しな

がら生活できることを目的とした近居

促進制度を推進するとともに、新規入

居者募集時の優遇倍率の設定による優

先入居措置の適切な実施や地域優良賃

貸住宅制度を活用した子育て支援を行

うなど、ミクストコミュニティの形成

を推進する。

その際、多世代間の交流や相互の支

えあいとして、コミュニティ広場や住

棟の共用部分・施設等を活用したコミ

ュニティカフェやサロンの設置等、高

齢者が身近に立ち寄れるような場の提

供を推進する。その際、それらの運営

を高齢者が行うような仕組みを導入す

るなど、高齢者の社会参画機会を増大

させつつ、コミュニティの活力を維

持・向上させる。

高齢者・子育て世帯等と支援する親

族の世帯の双方が、同一駅圏（概ね半

径２㎞以内）のＵＲ賃貸住宅に近居す

る場合に適用する「近居割」に加え、

平成27年９月には機構が指定するエリ

ア内のあらゆる住宅で近居する場合に

適用する「近居割ワイド」を導入した。

「近居割」、「近居割ワイド」とも新た

に入居する世帯の家賃を５年間５％割

引しており、平成 28 年２月から平成 30

年３月までは国の財政支援を得て、一

定の所得以下の世帯を対象に５年間

20％割引となる募集を実施し更なる推

進を図ったところ。また、対象となる

団地、エリアを順次拡大し、平成 29 年

度末時点で近居割対象 1,169 団地、近

居割ワイド対象 120 エリア 513 団地と

なった。（平成 26年度～平成 29 年度の

本制度による契約件数 21,819 件）

抽選による新規賃貸住宅の入居者募

集の全てにおいて、高齢者、子育て世

帯等の当選率を一般の方の当選率に対

し 20 倍としており、平成 29 年度末時

点における申込件数は合計 8,557 件と

なった。

平成26年度に導入した地域優良賃貸

住宅制度を活用した「子育て割」につ

いて、平成 28年度に新婚世帯など減額

要件を拡大し、平成 29 年度末時点で

2,443 戸供給した。

若年世帯向け「Ｕ35 割」（平成 26 年

度～平成 29 年度の本制度による契約

件数 10,804 件）、子育て世帯向けの「そ

のママ割」（平成 26 年度～平成 29 年度

の本制度による契約件数 10,462 件）を
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実施し、子育て世帯と予備軍である若

年世帯の支援を実施した。

コミュニティ広場や住棟の共用部

分・施設等を活用したコミュニティカ

フェやサロン等の多世代交流スペース

提供の取組や子育て支援サービスの提

供を各団地において実施（みさと団地

（埼玉県三郷市）や男山団地（京都府

八幡市）等）。その活動には、自治会も

参加しており、結果、高齢者の社会参

画機会を創出し、コミュニティ活力の

維持・向上に寄与している。

③ 団地のバリアフリー化の推進

中期目標期間中に、ＵＲ賃貸住宅ス

トック全体に占めるバリアフリー化を

図った住宅＊の割合を約 55％とするた

め、既存のＵＲ賃貸住宅の改善や建替

え等により、バリアフリー化を図った

ＵＲ賃貸住宅を新たに供給する。

また、高齢者の外出を促すため、団

地内遊歩道の整備や、歩行者動線のバ

リアフリー化を推進する。

＊ ⅰ）２箇所以上の手すりの設置、

ⅱ）屋内の段差解消及びⅲ）車椅子で

通行可能な広い廊下幅の確保の全部又

は一部がなされた住宅

バリアフリー化を図った住宅の割合

を約 55％とする目標に対し、平成 29

年度末時点で 53.4％となっている。

バリアフリー化を図った住宅の割合

は、平成 29 年度計画における約 53％と

する目標を着実に達成し、中期計画に

おける約 55％とする目標は計画どおり

達成される見込み。

高齢者の外出を促すバリアフリー化

として、団地内遊歩道の整備や歩行者

動線のバリアフリー化を行った（赤羽

台団地（東京都北区）等）。

中層住棟へのエレベーターの後付設

置については、平成26 年度から平成 29

年度末までに４団地 15 棟で合計 37 基

を供用開始した。

④ 見守り等サービス付きの賃貸住宅

の供給

生活相談サービス等の見守り等サー

ビス付きの賃貸住宅の供給を推進し、

サービスの導入に当たっては、民間の

ノウハウを適切に活用することで、サ

ービス水準の向上を図る。

また、関係機関との連携を図りつつ、

民間事業者の意向や収益性等の事業上

の課題を把握し、サービス付き高齢者

向け住宅運営事業者賃貸住宅制度の活

用の促進を図る。

なお、中期目標期間中に、ＵＲ賃貸

平成27年度から基本的に全国の居住

者が低廉な料金で受けられる見守りサ

ービスを展開し、平成 29年度末の申込

件数は 1,708 件となっている。

なお、見守りサービスについては、

ＰＲの成果もあって加入者数は増加傾

向にあり、団地居住者への浸透が進ん

でいるところ。

また、高島平団地（東京都板橋区）

では、ＵＲ賃貸住宅団地の既存住宅を

活用して民間事業者が運営する住棟内

分散型のサービス付き高齢者向け住宅

について、42 戸（平成 29 年度末時点）
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住宅においては、民間事業者や地方公

共団体等とも連携しつつ、基本的に見

守りサービスが受けられるなど高齢者

世帯等が安心して住み続けられる環境

整備に努める。

を供給したほか、整備敷地等を譲渡・

賃貸することにより、第三期中期計画

期間中（平成 29 年度末時点）に全国 12

箇所（783 戸）でサービス付き高齢者向

け住宅の供給が行われている。

上記のとおり、高齢者世帯等が安心

して住み続けられる環境整備を着実に

推進している。

⑤ 居住者の居住の安定の確保

ＵＲ賃貸住宅に居住する低所得の高

齢者世帯等に対して、国からの財政支

援を得つつ、家賃減額措置を適切に講

じ、また、団地再生等の事業実施に伴

い移転が必要となる居住者に対しては

移転先住宅の確保、移転料の支払い等

の措置を講ずることにより、居住者の

居住の安定の確保に努める。

家賃改定に伴い家賃が上昇する低所

得高齢者世帯等について、国からの財

政支援を得て、家賃減額を実施（平成

26 年度約 33,700 世帯 平成 27 年度約

31,200 世帯 平成 28 年度約 28,300 世

帯 平成 29 年度約 25,300 世帯）。

高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）、

地域優良賃貸住宅制度に基づき家賃減

額を実施した健康寿命サポート住宅及

び子育て世帯を応援するために地域優

良賃貸住宅制度を活用した子育て割に

おいて、国からの財政支援を得て、家

賃減額を実施（高優賃 平成 26 年度約

22,100 世帯、平成 27 年度約 22,100 世

帯、平成 28 年度約 22,200 世帯、平成

29 年度約 22,200 世帯、健康寿命サポー

ト住宅 平成28年度約100世帯 平成

29 年度約 300 世帯、子育て割 平成 26

年度約 700 世帯 平成 27年度約 1,400

世帯 平成28年度約1,900世帯 平成

29 年度約 2,400 世帯）。

平成 27年 7 月に団地再生・再編に伴

う家賃減額措置について、居住者の居

住の安定に配慮しつつ、必要な見直し

を行った。

団地再生等の事業実施に伴い移転が

必要となる居住者に対しては、移転先

住宅の確保、移転料の支払い等の措置

を講じるとともに、ＵＲ賃貸住宅へ移

転する者について、国からの財政支援

を得つつ、家賃減額を実施した（平成

26 年度約 24,300 世帯 平成 27 年度約

25,400 世帯 平成 28 年度約 24,300 世
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帯 平成 29 年度約 23,800 世帯）。

上記により、居住者の居住の安定の

確保に係る取組を着実に実施してい

る。

４．その他参考情報

無し
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－２－２ Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

２ 超高齢社会に対応した住まい・コミュニティの形成及び個別団地毎の特性に応じたストックの再生・再編等の推進

（２）ストックの再生・再編等の推進等

当該事業実施に係る根拠（個別法条

文など）

都市再生機構法第 11条第１項第 12号から第15 号等

当該項目の重要度、難易度

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）（再掲）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間

最終年度値等）

Ｈ26 年度 Ｈ27年度 Ｈ28 年度 Ｈ29年度 Ｈ30 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30年度

ＵＲ賃貸住宅

ストックの再

生・再編

（計画値）

平成 30 年度

末ま でに 約

10 万戸着手、

平成 18 年度

末比で約５万

戸削減

前中期目標期間

中に

４万戸程度着手

２万戸程度削減

5,400 戸

程度

1,800 戸

程度

8,000 戸

程度

3,700 戸

程度

9,000 戸

程度

4,400 戸

程度

8,000 戸

程度

6,500 戸

程度

－ 予算額（百万円） 1,618,601 381,026 398,503 412,151 －

ＵＲ賃貸住宅

ストックの再

生・再編

（実績値）

－

前中期目標期間

中に

18,908 戸着手

15,553 戸削減

6,069 戸

2,181 戸

8,831 戸

4,398 戸

10,107 戸

4,495 戸

7,695 戸

8,423 戸

－ 決算額（百万円） 1,507,038 386,163 396,862 421,179 －

達成度 － －

（着手）

112％

（削減）

121％

（着手）

110％

（削減）

119％

（着手）

112％

（削減）

102％

（着手）

96％

（削減）

130％

－ 経常費用（百万円） 560,050 578,669 571,365 580,357 －

経常利益（百万円） 76,771 90,087 104,015 86,034 －

行政サービス実施コスト（百

万円）
－ ▲32,122 ▲35,262 ▲17,405 －

従事人員数（人） 1,379 1,365 1,380 1,433 －

注）主要なアウトプット情報（アウトカム情報）のうち下線部があるものは、「主な評価指標」欄の「その他の指標」を記載。

注）主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）については、次のとおり記載。  平成 26 年度 ①予算額、決算額：勘定別支出額の計を記載。②経常費用、経常利益：各部門の実施する業務を基準として組み替えて記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。

平成 27 年度、平成 28 年度、平成 29年度 ①予算額、決算額：セグメント別支出額を記載。②経常費用、経常利益：セグメント別に記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価）

(２)ストックの再生・再編等の推進等

居住者の居住の安定を確保しつつ、

個別団地毎の特性に応じて定める基本

的類型に基づくストックの再生・活用

等の推進及び団地別経営管理の徹底、

定期借家契約の活用、民間等との連携

手法の多様化、近接地建替えも活用し

た複数団地の統合・再配置などにより、

ストックの再生・再編を加速すること。

なお、近接地建替えは、現地での建替

えや集約では事業の長期化が見込まれ

るなど事業の円滑な実施が困難な場合

に、民間開発の支障とならないよう留

意しつつ、また、居住者の居住の安定

確保及び良好なまちづくりとコミュニ

ティの維持・活性化がなされるよう配

慮しつつ、実施すること。また、団地

再生・再編に伴う家賃減額措置につい

ては、必要な見直しを行うこと。

このため、全ての団地を対象に集中

投資する団地や統廃合を図る団地等を

明確にするべく、「UR 賃貸住宅ストッ

ク再生・再編方針」に基づく具体的な

実施計画を平成 26 年度中に策定する

とともに、同方針に基づく計画全体の

進捗状況が明確になるよう、毎年度適

切な情報公開を行うこと。

また、更なる経営改善のため、中期

目標期間中に、賃貸住宅経営の環境、

将来需要等を総合的に考慮した賃貸住

宅ストックの再編・削減目標を設定し、

「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方

針」の内容を見直すこと。

加えて、東京都心部の高額賃貸住宅

（約 13,000 戸）については、平成 26

年度から順次、買取オプションの活用

（２）ストックの再生・再編等の推進

等

地域の住宅政策課題へ適切な対応と

収益力の強化を図るため、「ＵＲ賃貸住

宅ストック再生・再編方針」を踏まえ、

「団地別整備方針」において個別団地

毎の特性に応じて定める基本的類型に

基づくストックの再生・再編等の推進

並びに需要動向及び経営状況に応じた

ストックの圧縮に取り組むものとす

る。

取組に当たっては、居住者の居住の

安定を確保しつつ、中長期を見据えて、

個別団地の収益性等に着目して戦略的

な投資を行うとともに、近接地建替え

等によるエリア単位での複数団地の統

合・再配置、団地価値向上に資する民

間との連携手法の多様化、定期借家契

約の活用等によりストックの再生・再

編を加速する。

このため、平成26 年度中にストック

再生・再編方針に基づく具体的な実施

計画を策定する。

また、更なる経営改善のため、中期

目標期間中に、賃貸住宅経営の環境、

将来需要等を総合的に考慮した賃貸住

宅ストックの再編・削減目標を設定し、

「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方

針」の内容を見直す。

＜主な定量的指標＞

－

＜その他の指標＞

ストック再生・再編

着手戸数：約 10万戸

削減戸数：約 5万戸

＜評価の視点＞

・居住者の居住の安定を確保しつつ、

ストックの再生・再編等の取組を推

進しているか。

・既存のＵＲ賃貸住宅の基本性能や安

全性能等の向上を図るため、適時・

適切な計画的修繕等を実施すると

ともに、民間等との連携も行いつ

つ、安全・安心が確保された良質な

賃貸住宅ストックとして有効活用

しているか。

・地方公共団体や民間事業者等と連携

し、高齢者施設、子育て支援施設等

の誘致等による地域の医療福祉拠

点や多機能拠点の形成等を通じて、

団地周辺も含めた地域コミュニテ

ィの維持・継続や多世代交流の促進

に配慮した環境を整備し、継続的に

提供しているか。

・資産の有効活用及び多様な借家形態

のニーズに対応する観点から、定期

借家制度を適切に導入しているか。

＜主要な業務実績＞

平成 27 年 3月に「ＵＲ賃貸住宅スト

ック再生・再編方針に基づく実施計画」

を策定・公表し、居住者の居住の安定

に配慮しつつ、UR 賃貸住宅の再生・再

編を推進した。なお、具体的な取組は

下記のとおり。

また、「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・

再編方針」の内容の見直しに向けた検

討を実施。平成 30 年度中に策定・公表

する。

＜その他の指標＞

ストック再生・再編（見込み）

○平成 29年度末実績

着手戸数：82,412 戸

削減戸数：39,711 戸

○第 3中期期間見込み

着手戸数：95,134 戸

削減戸数：48,211 戸

＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

平成27年３月に「ＵＲ賃貸住宅ストッ

ク再生・再編方針に基づく実施計画」を

策定・公表し、居住者の居住の安定に配

慮しつつ、ストックの再生・再編等を加

速するための取組方針を明確にすると

ともに、再生・再編に着実に取り組んだ。

事業の実施に当たっては、居住者の居

住の安定に配慮し、移転先住宅のあっせ

ん、所定の家賃減額、話し合いの積み重

ねによる合意形成など丁寧に対応する

とともに、団地や地域に必要な施設誘致

やサービス導入、インフラ整備など、ま

ちづくりに係る地方公共団体等との協

議・調整を行うなど、様々な関係者との

合意形成を図りながら着実に事業を実

施してきた。また、地方都市に存する団

地の譲渡先の掘り起こしに努めるとと

もに、借地上の建物について土地所有者

等と当該建物の取扱いに係る協議を積

極的に行うことで建物の譲渡等、ストッ

クの再生・再編を推進した。

その結果、平成29年度末においては、

82,412戸のストックの削減に着手し、

39,711戸を削減した。なお、平成29年度

着手に向け、居住者等と話し合いを進め

ていた団地において、継続的な協議を必

要と判断したことから、着手を後送りし

たことにより、平成29年度については、

計画（8,000戸程度）に対して、7,695戸

の実績となった。

平成30年度は、今期中期の目標の着実

な達成に向け、再生・再編の更なる推進

や事業計画、居住者折衝を担当する組織

を新設するなど、地方公共団体との協議

や事業着手に向けた地元自治会等との

評定 評定
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も含めサブリース契約により民間事業

者に運営を委ねること。また、民間事

業者と連携して事業を行うことを通じ

て、民間事業者の事業手法を機構の賃

貸住宅事業全体に活かすこと。

勉強会などを積極的に実施するために

必要な組織体制に強化する。また、事業

着手に向け、居住者との丁寧な話合いを

積み重ね、合意形成を進めることによ

り、事業実施の前倒し等に努める。加え

て、団地の譲り受けを希望する民間事業

者等の掘り起こしや、借地上で管理して

いる団地について土地所有者等との合

意形成に努めることで、譲渡・返還を更

に推進していく。なお、事業着手済みの

団地においては、居住者へのきめ細やか

な説明や移転折衝を実施することによ

り事業進捗を図り、確実なストックの削

減に努める。これらの取組の実施により

着手戸数を12,200戸程度、削減戸数を

8,500戸程度見込んでおり、これに、平

成29年度未着手となった団地を加え、平

成30年度末までに、約10万戸（95,134戸）

の再編に着手し、約５万戸（48,211戸）

のストックを削減する目標を達成する

見込み。

また、団地再生事業に伴って生み出さ

れた整備敷地等を活用し、高齢者支援施

設や子育て支援施設を誘致することに

より、団地周辺も含めた地域コミュニテ

ィの維持・継続や多世代交流の促進に配

慮した環境の整備に努めた。

地域や団地の特性に応じた民間事業

者や大学等との連携により、生活様式の

変化に伴う多様なニーズに対応するた

めの取組を全国に展開し、ストックの良

質化を図るとともに、若者を呼び込むこ

とによりミクストコミュニティの形成

を促進し、顧客満足度の向上と収益力の

確保を両輪で推進した。

また、「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・

再編方針」の内容の見直しに向けた検討

を実施し、平成30年度中に見直すことと

している。

東京都心部の高額賃貸住宅について、

① 団地の基本的類型に基づく事業

の実施

イ 団地再生

地域の整備課題、住宅需要等に対応

しながら、住宅の規模、間取り、設備

水準の改善を図るとともに、敷地の有

効高度利用により地方公共団体や民間

事業者等との連携によるまちづくりを

推進するため、大規模な再生事業（建

替事業・集約事業等）や改善事業（リ

ニューアル等）を複合的又は選択的に

実施する。

事業実施に当たっては、収益性の向

上を図るため、団地の一部の建替えや、

近接地建替えも活用したエリア単位で

の複数団地の統合・再配置等を行う。

近接地建替えは、現地での建替えや

集約では事業の長期化が見込まれるな

ど事業の円滑な実施が困難な場合に実

施する。

その際、ストックの圧縮に取り組む

とともに建替え先の選定に当たって民

間開発の支障とならないよう留意する

ものとし、この点について、事前に学

識経験者等の第三者から構成される委

員会の確認を受けるものとする。また、

事業の実施に当たっては、居住者の居

住の安定確保及び良好なまちづくりと

コミュニティの維持・活性化がなされ

るよう配慮する。

なお、団地再生・再編に伴う家賃減

額措置については、必要な見直しを行

地域の整備課題、住宅需要等に対応

しながら、住宅の改善を図るとともに、

敷地の有効高度利用により地方公共団

体や民間事業者等との連携によるまち

づくりを推進した。

事業実施に当たっては、収益性の向

上を図るため、エリア単位での複数団

地の統合・再配置等を実施した。（泉北

竹城台一丁団地、博多駅前四丁目第二

団地）

平成 27 年７月に近接地建替えを可

能とする機構法改正が成立。実施対象

となる候補地の検討を進めた。

平成 27 年７月に団地再生・再編に伴

う家賃減額措置について、居住者の居

住の安定に配慮しつつ、必要な見直し

を行った。
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う。 サブリース公募を順次実施し、民間事業

者に運営を委ね、着実に推進している。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。

ロ ストック活用

既存のＵＲ賃貸住宅の基本性能や安

全性能等の向上を図るため、リニュー

アル、耐震改修、適時・適切な計画的

修繕等を実施し、中期目標期間中に団

地再生により供給するＵＲ賃貸住宅も

含めて、安全・安心が確保された良質

な賃貸住宅ストックとして有効活用す

る。

なお、特に収益性が高い団地及び大

幅な収益改善が見込まれる団地におい

ては、集中投資することとし、また、

地域や団地の特性に応じて、民間事業

者等と連携、顧客満足度の向上と収益

力の確保を図る。

また、高齢者が団地に安心して住み

続けられる住宅の供給を促進するた

め、医療、介護、生活支援等のサービ

ス利用環境を備えた高齢者向け住宅の

整備を推進する。

東京都心部の高額賃貸住宅（約

13,000 戸）については、機構の更なる

収益力向上に資するよう、順次、買取

オプション付きのサブリース契約によ

る「上下分離方式」の導入を実施する

とともに、セグメントによる区分等を

導入する。また、民間事業者と共同し

て事業を行うことを通じて、民間事業

者の事業手法を機構の賃貸住宅事業全

体に活かす。

耐震化率の向上に向けて耐震改修工

事を行い、結果、賃貸住宅ストック全

体の耐震化率は約 93％となった（平成

29年度末時点）。

平成25年11月25日に施行された耐

震改修促進法の改正により耐震診断努

力義務対象となった低層棟等について

も、順次耐震診断を実施し、住宅付低

層建物の診断を概ね完了する見込み。

外壁修繕などの計画修繕を適時・適

切に実施し、安全・安心が確保された

良質な賃貸住宅ストックとしての有効

活用を図った。

共用部等又は住戸内の改修を集中的

に実施した。（平成 26 年度～平成 29

年度実績：513 団地）

東京都心部の高額賃貸住宅につい

て、順次、買取オプション付きのサブ

リース契約により、民間事業者に運営

を委ねており、平成 29 年度末時点で、

19団地 7,063 戸の公募を実施し、運営

事業者を決定する等、着実に推進して

いる。引き続き関係者との協議が調っ

たものから公募を実施していくことと

している。

なお、民間事業者に運営を委ねた団

地のうち１団地（705戸）については、

運営事業者から買取の申出があり、協

議の結果、譲渡を決定し、平成 29 年

12月１日に引渡しを行った。

また、民間事業者と共同して事業を

行うことを通じて、民間事業者の事業

手法を機構の賃貸住宅事業全体に活か

すこととしている。
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ハ 用途転換

需要動向及び経営状況に応じたスト

ックの圧縮に資するため、地域のニー

ズを踏まえた上で、民間等への譲渡に

より、ＵＲ賃貸住宅以外の用途への転

換を図る。

居住者の居住の安定を確保しつつ、

地域のニーズを踏まえた上で、民間等

への譲渡により、ＵＲ賃貸住宅以外の

用途への転換を図った。（平成 26 年度

～平成 29 年度実績：6,855 戸）

ニ 土地所有者等への譲渡、返還等

全面借地方式市街地住宅及び特別借

受賃貸住宅について、土地所有者等と

の協議を行い、譲渡、返還等を着実に

進める。

土地所有者等との協議を行い、譲渡、

返還等を進めた。（平成 26年度～平成

29年度実績：6,600 戸）

（参考）

中期目標期間の最終年度である平成

30 年度までに「ＵＲ賃貸住宅ストック

再生・再編方針」に従い、約10 万戸の

再編に着手し、平成 18 年度末管理戸数

と比較して約５万戸のストックを削減

し、機構全体の有利子負債の削減に寄

与する。

また、同方針に基づく計画全体の進

捗状況が明確になるよう、毎年度適切

な情報公開を行う。

＜その他の指標（再掲）＞

ストック再生・再編

○平成 29 年度末実績

着手戸数：82,412 戸

削減戸数：39,711 戸

○第 3中期期間見込み

着手戸数：95,134 戸

削減戸数：48,211 戸

② ストックの再生・活用等の推進に

当たっての取組

イ 地域のまちづくりの課題への

対応

地方公共団体や民間事業者、ＮＰＯ

法人等と連携し、高齢者施設、子育て

支援施設等の医療福祉施設の誘致等に

よる地域の医療福祉拠点の形成のほ

か、教育、雇用、防災、交流、賑わい

等の地域の多機能拠点の形成、安全・

安心で快適なオープンスペース等を備

えた居住環境の創出、良好な景観の形

成、団地に隣接する老朽化したマンシ

ョンの再生、公共施設の整備などの地

域のまちづくりの課題に対応した整備

を推進する。

地方公共団体や民間事業者、ＮＰＯ

法人等と連携し、高齢者施設、子育て

支援施設等の医療福祉施設の誘致等に

よる地域の医療福祉拠点の形成のほ

か、教育、雇用、防災、交流、賑わい

等の地域の多機能拠点の形成、安全・

安心で快適なオープンスペース等を備

えた居住環境の創出、良好な景観の形

成などを推進（多摩平団地）、また、

団地に隣接する老朽化したマンション

の再生（牟礼団地、山本団地）、公共

施設の整備などの地域のまちづくりの

課題に対応した整備（浜見平団地、千

里山団地等）を推進した。

民間事業者と連携してエリアマネジ

メント組織を設立するなど、地域コミ
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また、地域の医療福祉拠点や多機能

拠点の形成等を通じて、団地周辺も含

めた地域コミュニティの維持・継続や

多世代交流の促進に配慮した環境を整

備し、継続的に提供する。

ュニティの活性化や多世代交流の促進

等に配慮し、継続的に周辺地域を含め

たエリアマネジメントに取組む仕組み

づくりを行った。（ひばりが丘団地及

び浜甲子園団地）

ロ 定期借家契約の戦略的な活用

団地再生等の事業予定団地において

は、貸与可能期間・補修に要する費用

等を総合的に勘案し、収益の改善に資

する住宅について定期借家契約を導入

する。

また、政策課題への対応、資産の有

効活用及び多様な借家形態のニーズに

対応する観点から、空家住宅及び空施

設において定期借家契約の導入に適切

に対応する。

建替対象団地における一般募集停止

中の住宅及び施設に加え、建替え以外

の団地再生や用途転換等の対象団地で

定期借家を導入した。（平成 26 年度～

平成 29 年度の契約件数 4,018 件）

収益性の改善・向上の取組として耐

震診断等の準備のため補充を停止して

いた団地のうち、耐震診断スケジュー

ルに影響のない住戸等で定期借家を導

入した（平成 26 年度～平成 29 年度の

契約件数 10,766 件）。

その他、若年世帯向け「Ｕ35 割」（平

成 26 年度～平成 29年度の本制度によ

る契約件数 10,804 件）、子育て世帯向

けの「そのママ割」（平成 26 年度～平

成 29 年度の本制度による契約件数

10,462 件）を実施。（再掲）

ハ 環境負荷軽減への対応

建物の長寿命化を図るための研究、

技術開発やシステム開発を行い、ＵＲ

賃貸住宅の建設、修繕等に活用する。

省エネルギー推進の観点から、中期

目標期間中に建設するＵＲ賃貸住宅

は、平成25 年省エネルギー基準を標準

仕様として供給するとともに、既存の

ＵＲ賃貸住宅の専用部分及び共用部分

の設備や機器の修繕等に際して、費用

対効果を勘案しながらこれらの設備等

を省エネルギー型に取り替えることに

より、ＵＲ賃貸住宅からの二酸化炭素

排出量の削減を図る。

緑地の保全・整備、水循環の保全、

自然エネルギーの活用などの取組を推

進する。

ＵＲ賃貸住宅の省エネルギー推進の

観点から、中期目標期間に設計を開始

した機構の賃貸住宅については、平成

25 年省エネルギー基準を標準仕様と

した。

省エネルギー機器の導入を推進する

ことにより、ＵＲ賃貸住宅からの二酸

化炭素排出量の削減を図った。

・ 設置条件が整った既存住宅及び建替

えにより新しくなる住宅への潜熱回

収型給湯器等の高効率型給湯器の導

入

（平成 26 年度から平成29 年度にお

ける実績：新規賃貸住宅 4,054戸／

既存賃貸住宅 49,385 戸）

・ 建替えにより新たに建設される賃貸

住宅において、共用灯にＬＥＤ照明
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器具を全面的に設置し、既存賃貸住

宅については、取替え時期に合わせ

てＬＥＤ照明器具に順次交換（平成

26 年度から平成 29 年度における実

績：新規賃貸住宅 11,794 台／既存賃

貸住宅 363,649 台）

建替えにより新たに建設される賃貸

住宅において、屋上緑化や太陽光発電

設備の設置を行った。

４．その他参考情報

無し
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－２－３ Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

２ 超高齢社会に対応した住まい・コミュニティの形成及び個別団地毎の特性に応じたストックの再生・再編等の推進

（３）ＵＲ賃貸住宅管理業務の適切な実施

当該事業実施に係る根拠（個別法条

文など）

都市再生機構法第 11条第１項第 12号から第15 号等

当該項目の重要度、難易度 ―

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）（再掲）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間

最終年度値等）

Ｈ26 年度 Ｈ27年度 Ｈ28 年度 Ｈ29年度 Ｈ30 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30年度

賃貸住宅管理

コストの縮減

（計画値）

平成 26 年度

から３年間で

平成 25 年度

比 10％のコ

スト削減を図

る。

－ － － 10％ － － 予算額（百万円） 1,618,601 381,026 398,503 412,151 －

賃貸住宅管理

コストの縮減

（実績値）

－ － 約２％ ３％ 10.9％ － － 決算額（百万円） 1,507,038 386,163 396,862 421,179 －

達成度 － － － － 109％ － － 経常費用（百万円） 560,050 578,669 571,365 580,357 －

経常利益（百万円） 76,771 90,087 104,015 86,034 －

行政サービス実施コスト

（百万円）
－ ▲32,122 ▲35,262 ▲17,405 －

従事人員数（人） 1,379 1,365 1,380 1,433 －

注）主要なアウトプット情報（アウトカム情報）のうち下線部があるものは、「主な評価指標」欄の「その他の指標」を記載。

注）主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）については、次のとおり記載。  平成 26 年度 ①予算額、決算額：勘定別支出額の計を記載。②経常費用、経常利益：各部門の実施する業務を基準として組み替えて記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。

平成 27 年度、平成 28年度、、平成 29 年度 ①予算額、決算額：セグメント別支出額を記載。②経常費用、経常利益：セグメント別に記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価）

(３)ＵＲ賃貸住宅管理業務の適切な

実施

ＵＲ賃貸住宅の管理水準の維持・向

上に努めながら、賃貸住宅管理業務の

効率化を図り、賃貸住宅管理コストを

縮減すること。また、家賃設定方法等

の見直しによる稼働率の維持向上等

家賃収入の確保を図ること。

このため、関係会社が行う賃貸住宅

の修繕業務について、平成 26 年度か

らの３年間で平成25年度比 10％のコ

スト削減を図ること。

また、平成 26 年から、稼働率など

需給の状況に応じた募集家賃の引下

げや引上げを機動的かつ柔軟に行う

とともに、平成 27 年度中に継続家賃

の引上げ幅の拡大等の家賃改定ルー

ルの見直しを行い、適切な家賃収入を

確保すること。

（３）ＵＲ賃貸住宅管理業務の適切な

実施

ＵＲ賃貸住宅の管理水準の維持・向

上に努めながら、業務の効率化を図り、

賃貸住宅管理コストを縮減するととも

に、家賃設定方法等の見直しによる稼

働率の維持向上等適切な家賃収入の確

保を図る。

＜主な定量的指標＞

賃貸住宅管理コストの縮減：

関係会社が行う賃貸住宅の修繕業務

について、平成 26 年度から３年間で

平成 25 年度比 10％のコスト削減

＜その他の指標＞

－

＜評価の視点＞

・ＵＲ賃貸住宅の管理水準の維持・向

上に努めながら、賃貸住宅管理業務

の効率化を図り、賃貸住宅管理コス

トの縮減に係る取組を行っている

こと。

・家賃設定方法等の見直しによる稼働

率の維持向上等家賃収入の確保を

図る取組を行っているか。

＜主要な業務実績＞

＜主な定量的指標＞

関係会社が行う賃貸住宅の修繕業務

について、平成26 年度から３年間で平

成25年度比10.9％のコスト削減を達成

した。

＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

入居者募集にあたって、ホームペー

ジにおけるユーザビリティ向上のため

物件検索機能強化等の改修を実施した

ほか、居住者との相互理解の深化及び

適切な管理水準の維持に努めるべく、

居住者団体等との懇談会等を適宜適切

に実施することにより、顧客サービス

の維持・向上に努めた。

賃貸住宅管理コストの縮減につい

て、競争性のある契約方式の継続及び

応札者増を図る施策の導入と併せて、

ＵＲ賃貸住宅の修繕等に係る仕様・積

算方法、契約・調達方法を適切に見直

しており、着実に推進した。また、関

係会社が競争の結果受注した賃貸住宅

の修繕工事について、平成 25 年度比

10.9％のコスト削減を達成した。

実施したコスト削減方策を継続し、

一部、関係会社以外にも適用し、コス

ト削減に努めた。

適切な家賃収入の確保のため、募集

家賃の機動的かつ柔軟な引下げ及び引

上げ並びに継続家賃改定ルールの運用

を着実に行っている。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。

評定 評定

① 管理水準、顧客サービス水準の維

持・向上等

業務の効率化を図りつつ、ＵＲ賃貸

住宅の管理水準の維持・向上を図る。

入居者の募集に当たっては、引き続

き、インターネットを活用した物件紹

介や募集案内窓口の充実による顧客サ

ービスの維持・向上に努める。さらに、

住宅の質を確保し、利用者に対する説

明責任の観点から、中期目標期間中に

建設する全てのＵＲ賃貸住宅を対象に

住宅性能表示を実施し、募集パンフレ

ット等を用いて情報提供する等、提供

情報の充実や様々な入居制度の積極的

な活用による利用者のニーズに機動的

に対応したサービス提供を行う。

また、引き続き、居住者との意思疎

通を図り、信頼関係を強化する。

ホームページにおいて、ユーザビリ

ティ向上のため物件検索機能強化等の

改修を実施。募集案内窓口についてサ

ービス水準調査等を行うことにより、

顧客サービスの維持・向上に努めた。

中期目標期間中に建設した全てのＵ

Ｒ賃貸住宅について、住宅性能表示を

実施し、募集パンフレット等を用いて

情報提供した。

居住者との相互理解の深化及び適切

な管理水準の維持に努めるべく、居住

者団体等との懇談会等を適宜開催し

た。（平成 26年度～平成 29 年度の各年

度で約 200 回）
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② 賃貸住宅管理コストの縮減

競争性のある契約方式の継続と併せ

て、ＵＲ賃貸住宅の修繕等に係る仕

様・積算方法、契約・調達方法を適切

に見直すとともに、修繕費については、

各団地の状況に応じて、費用対効果を

勘案しながら効率的に執行することに

より、賃貸住宅管理コストを縮減する。

また、関係会社が競争の結果受注し

た賃貸住宅の修繕工事について、平成

26 年度からの３年間で平成 25 年度比

10％のコスト削減を図るとともに、平

成29年度以降も引き続きコスト削減に

努める。

賃貸住宅管理コストの縮減について

は、競争性のある契約方式の継続及び

応札者増を図る施策の導入と併せて、

契約・調達方法を適切に見直すなどの

取組を実施した。

賃貸住宅の修繕工事について、業務

の改善、ＶＥ方式の導入、発注方法の

見直し、取引実態を抽出調査した結果

を積算に反映、仕様の改善（修繕仕様

の合理化等）を実施し、これらにより、

関係会社が競争の結果受注した賃貸住

宅の修繕工事について、平成26 年度か

らの３年間で平成25年度比10.9％のコ

スト削減を達成するとともに、平成 28

年度までの施策を継続し、引き続きコ

スト削減に努めた。

コスト削減を図るために行った修繕

仕様の見直しについて、平成 29 年 10

月改定の保全工事共通仕様書へ反映し

た。

③ 入居者募集業務における市場化テ

ストの実施

競争の導入による公共サービスの改

革に関する法律（平成 18 年法律第 51

号。以下「公共サービス改革法」とい

う。）に基づき、「公共サービス改革基

本方針」（平成23年７月 15日閣議決定）

において市場化テストの対象と定めら

れたＵＲ賃貸住宅の入居者募集業務に

ついて、平成 24 年度から、公共サービ

ス改革法に定める民間競争入札（平成

23 年度実施）により決定した事業者に、

顧客サービスの質を低下させることな

く、円滑かつ適切に業務を実施させる

とともに、当該事業者による業務の実

施状況の検証を行う。

また、平成 27年度中の業務実施期間

の終了に際しては、業務の実施結果、

競争性の確保及び品質の確保を踏まえ

つつ、関係省庁と協議の上対応する。

民間競争入札により決定した事業者

が、平成 24 年７月から平成 27 年６月

まで業務を実施。その後、官民競争入

札等監理委員会（平成 26 年 10 月）に

おいて本事業の評価が行われ、市場化

テストの効果があり、終了プロセスの

基準を満たしていると判断された。
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④ 家賃設定方法等の見直し

募集家賃については、平成26年から、

継続家賃は維持しつつ、稼動率など需

給の状況に応じた引下げ、引上げを、

機動的かつ柔軟に実施する。

継続家賃については、平成 27 年度中

に将来のインフレリスクに対応するた

め、改定周期の短縮や引上げ幅の拡大

等家賃改定に係るルールの見直しを行

う。

平成 26年以降、継続家賃を維持しつ

つ、稼動率など需給の状況に応じて、

機動的かつ柔軟に募集家賃の引下げ・

引上げを実施。（平成 29 年度末までの

実績 引下げ：692 団地約 14.7 万戸／

引上げ：854 団地 約 28.5 万戸 ※実

施団地・住戸の重複あり）

平成 27 年 12 月に、改定周期の短縮

や引上げ幅の拡大等を反映した見直し

後の「継続家賃改定ルール」を公表。

平成28年度以降は見直し後のルールを

着実に運用。（平成 29 年度末までの実

績 67 団地約 0.1 万戸）

４．その他参考情報

無し


